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環境報告書とは、堤根処理センター(ごみ焼却処理施設)の事業活動に伴う環境負荷及び

環境配慮等の取組状況について公表するものです。 

ごみの焼却処理過程における環境負荷量、環境マネジメントに関する状況（方針・目的・

目標・実施計画・各種活動等）など、環境負荷の低減に向けた取組内容について取りまと

め、環境コミュニケーションの促進を目的に、令和４年度の環境配慮等の取組状況を報告

いたします。 

本市の廃棄物処理施設のひとつである堤根処理センターは、昭和５４年にごみ焼却処理

能力６００ｔ／日の機械炉へ全面更新以降、平成８年度から１０年度に大規模改修の基幹

的整備、平成１８年度に煙突の耐震補強工事、平成２４年度から２６年度に耐震補強工事

を含めた基幹的施設整備が実施され、老朽化した設備が更新されることで機能を維持し、

ごみの燃焼管理、排ガス・廃水処理の管理を適正に継続しています。 

 

 

・報告する期間 

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

・適用範囲 

堤根処理センターの敷地境界内で、ＥＭＳが適用される事業活動及び人員を範囲とし、

一般廃棄物の受入れ、中間処理、焼却残渣及び飛灰の搬出、見学者対応などの活動。 
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１ 環境方針 



２ 環境局の事業概要 
 
2－１廃棄物関係の事業 
 

本市の廃棄物処理事業は、明治３３年４月に施行された「汚物掃除法」が旧川崎町ほかに適

用されたことに始まり、昭和１３年には民間事業者からごみの営業権を接収し、以来、公衆衛

生の向上の観点から、市民に最も身近な行政サービスの一つであり、市直営の事業として、収

集運搬、処理処分を行ってきました。 

昭和の中期以降は、都市機能の維持や生活環境の保全といった総合的な環境衛生対策とし

て、４つのごみ焼却施設をバランスよく配置し、可燃物の全量焼却体制を全国に先駆けて確立

するなど、近代的な処理システムの構築に努めてきました。 

その後、ごみの減量化・資源化の取組を進め、焼却処理量を削減したことで、平成２７年度

から橘処理センターを休止し、３処理センター体制へ移行しました。 

平成２８年３月には「川崎市一般廃棄物処理基本計画（ごみ減量 未来へつなげる エコ暮ら

しプラン）」を策定し、今まで以上に、リサイクルに関する意識向上はもちろんのこと、リサ

イクルよりも環境負荷が少ない２Ｒ（リデュース・リユース）の取組を推進しています。 

 

２－２ごみ処理施設年表 

年号 一般事項 堤根処理センター 参考 

S11 大島ごみ焼却場竣工  処理能力 22.5t/日 

S15  堤根ごみ焼却場竣工 処理能力 22.5t/日 

S34  堤根清掃作業所第２号炉竣工 処理能力 60t/日 

S37 橘清掃作業所竣工  処理能力 100t/日 

S38  堤根清掃作業所第 3 号炉竣工 処理能力 60t/日 

S42 王禅寺清掃作業所竣工  処理能力４５０t/日 

S46 臨港清掃作業所竣工  処理能力６００t/24H 

S49 橘処理センター竣工  処理能力６００t/24H 

S54  堤根処理センター竣工 処理能力６００t/24H(稼動中) 

H 7 浮島処理センター竣工  処理能力 9００t/24H(稼動中) 

H24 王禅寺処理センター竣工  処理能力４５０t/24H(稼動中) 

H27 橘処理センター休止  ３月休止 

H27 ３処理センター体制開始  ４月から３処理センター体制 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

王禅寺処理センター 

堤根処理センター 

浮島処理センター 



２－３中間処理状況 

◆ ごみ焼却量の実績（家庭系・事業系・道路清掃）  

項目/年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

人口(人) 1,475,300 1,489,477 1,503,690 1,516,483 1,530,457 1,538,262 1,540,340 1,540,890 

焼却ごみ(t) 371,270 366,016 359,169 356,233 356,044 357,662 348,017 340,093 

内

訳 

家庭系 251,273 249,303 249,632 248,295 250,239 262,744 254,060 245,933 

事業系 119,547 116,333 109,208 107,616 105,486 94,918 93,957 94,160 

道路清掃 450 380 329 322 319 ※ ※ ※ 

※令和 2年度から、道路清掃は事業系に含まれています。 

◆ 資源化量の実績（家庭系及び事業系資源物を含めて算出したものです） 

項目/年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

資源化量(t) 155,552 148,983 153,125 150,678 150,991 148,595 150,927 142,604 

資源化率(%) 29.5 28.9 29.9 29.7 29.8 29.4 30.2 29.5 

◆ ごみの３成分の推移                              (単位：%） 

項目/年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

全 水 分 41.05 42.58 41.73 39.53 39.47 40.76 39.46 41.38 

可 燃 分 52.87 50.74 52.41 54.34 53.12 57.72 53.82 52.38 

灰   分 6.08 6.68 5.86 6.13 7.41 6.52 6.72 6.24 

◆ 発熱量の推移                                                           (単位：kJ/kg) 

項目/年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

高位発熱量 12,545 11,813 12,246 13,074 12,426 12,419 12,515 12,273 

低位発熱量 10,547 9,852 10,279 11,135 10,520 10,475 10,595 10,339 

◆ 焼却灰量の実績                              (単位：ｔ) 

項目/年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

焼却灰 46,108 45,784 45,799 47,565 48,340 48,401 47,743 45,487 

  ◆ ごみ焼却原価(最新：令和４年度)                       （千円） 

区分 収集運搬経費 処理処分経費 管理経費 経費合計 処理量(t) 
1t あたりの 

経費(円) 

普通ごみ 5,312,431 4,302,886 370,499 9,985,816 234,357 42,609 

資源ごみ 2,795,905 592,202 249,483 3,637,590 62,387 58,307 

 

３ 堤根処理センターの事業概要 

３－１堤根処理センターの中間処理事業 

堤根処理センターでは、適正かつ安定的にごみの焼却処理を行う体制を円滑に推進するため、

廃棄物の受入れ、中間処理、焼却残渣・処理灰の搬出など、快適な生活環境の保全に努め適正処

理を行っています。また、日常の適正な運転管理と維持補修に加え、施設の長寿命化を図ること

が必要となり、電力供給の逼迫や緊急時にも安定的に稼動できるよう、平成２４年度から２６年

度の３年間で基幹的整備工事による延命化対策を実施するとともに、耐震化対策工事も行い令

和６年以降の建替えに向け、周辺環境対策にも十分配慮しながら、整備の基本計画等を検討して

いるところです 。 



 

３－２堤根処理センターの環境配慮 

(1) 公害防止対策 

ごみの処理過程で環境を汚染することのないよう、排出規制物質はもとより規制外物質に

ついてもより一層の低減を図るために、燃焼管理を充実させ、測定機能の強化、除去設備を

整備するとともに、各種取組を積極的に行っています。 

(2) 排ガス対策 

燃焼排ガス中に含まれる大気汚染物質は、電気集じん器及び洗煙塔（スクラバー）により

処理しています。さらに、ダイオキシン類をはじめ微量有害物質の吸着のために活性炭を吹

込み処理しています。 

また、焼却炉出口の排ガス流路にアンモニア水を噴霧して窒素酸化物を削減しています。 

(3) 排水対策 

施設の稼働に伴う排水として、洗煙塔排水、灰汚水、ボイラブロー水、搬入路・投入ステ

ージ散水などを物理化学的処理（凝集沈殿方式）で除去しています。 

(4) 臭気対策 

ごみピットの臭気対策として、ごみピット内の空気をごみ焼却炉内に供給して燃焼による

臭気分解を行うとともに、ごみピットに消臭剤を散布しています。また、ごみ投入ステージ

出入口のエアカーテンで臭気を遮断、ごみ投入口に気密性の高い扉を設置し、ごみピット内

の粉じんや臭気の拡散、害虫の侵入を防止しています。 

(5) 飛灰対策 

電気集じん器で捕集した飛灰は重金属安定剤を注入混合し、安定化処理を行っています。

また、飛灰処理室内を負圧に保つことで、飛灰及び臭気が外部に漏れることがないようにし

ています。 

(6) ダイオキシン類削減対策 

平成８年～１４年に焼却設備・燃焼ガス冷却設備・排ガス処理設備等の改修工事を行い、

燃焼の温度を 850℃以上の高温にし、燃焼ガス冷却設備により２０0℃以下まで急速に冷や

すことでダイオキシン類の再合成を防ぐ運転管理を行っています。 

(7) 環境マネジメントシステム管理事業 

環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）を導入し、ごみの処理により排出される大気汚染物

質の削減や電力・都市ガス使用量など、ごみ処理に伴う環境負荷の低減に向けた取組を継続

して行っています。 

(８) 余熱利用 

隣接する余熱利用市民施設（ヨネッティー堤根）に蒸気を供給し暖房や給湯、温水プール

等に利用しています。また、資源の有効利用を図るため発電した電力の一部は、ヨネッティ

ー堤根へ供給しています。 

余熱利用として、ごみの燃焼時の熱から蒸気をつくり、その蒸気を使用して発電していま

す。平成２７年度から発電の強化に取組んだ結果、総電力に対し平成２７年度８８．１％、

平成２８年度８９．２％、平成２９年度９０．３％、平成３０年度８８．７％、令和元年度

９１．７％、令和２年度８９．８％、令和３年度８２．０％、令和４年度８２．１％の発電

電力量を確保することができました。発電電力量を確保することで、ごみ焼却処理設備の機

器の運転に必要な電力に占める買電（電力会社等から購入する電力）を減らし、費用の軽減

と資源の有効利用を図っています。 



 

  (９) その他周辺環境に配慮した取組 

昭和５４年の竣工当時に植栽された樹木は、時間の経過とともに緑豊かな広がりをつく

り出してきました。緑化による質の高い都市環境を維持する一方で、隣接する住宅等へ迷

惑とならないよう、計画的な剪定と落葉の処理、毛虫対策など、都市みどりの状況に即し

た対応を行っています。 

堤根処理センターが竣工した昭和５４年当時は、工場が建ち並び周囲に高いビルなどは

ありませんでしたが、現在では住宅や高層マンションに囲まれ、周辺環境が大きく変貌し

ました。その中でも地域の景観や都市環境、住宅街に優しく調和する茶色や白を基調とし

た外観など、周辺への配慮も大切な取組みです。 

 

 

 

  

                         

 

 

                            

 

 

                          

 

 

 

 

 

３－３堤根処理センター組織体制 

                    組織構成            （令和４年度） 

組織部門 事  務 部門構成 

所長  技術職員（電気職） 

担当課長 

(技術担当) 

センターの維持管理に関する統括、焼却炉等の運転計

画に関する統括ほか 

技術職員（電気職） 

管理係 センターの市税外収入に関すること 

ごみの受入れ及び焼却灰等の運搬に関すること 

係長１名（事務職） 

事務職員４名、技能・業務職員４

名、再任用職員１０名 

技術係 センターの維持管理に関すること 

焼却設備及び附帯設備の維持管理に関すること 

焼却炉等の運転計画に関すること 

係長１名（電気職） 

技術職員６名（電気・機械） 

技能職員８名(内職長１名) 

操作第１係 

～ 
操作第５係 

ごみの焼却に関すること 

焼却設備及び附帯設備の保守管理及び運転操作に関す

ること 

係長５名（電気職・機械職） 

技術職員 10 名（電気職・機械職） 

技能職員 25 名(内職長２名) 

EMS 研修担当 環境マネジメントシステムの管理・計画の策定、実施及

び維持。技術教育の実施。法定資格取得の管理ほか 

技術職員（機械職） 

 

昭和５４年度堤根処理センター周辺 

（昭和 55 年 1月撮影） 

周囲のマンション群 

平成２１年１月竣工 
1424 戸数 

外観(撮影当時のイメージ図) 

 



３－４堤根処理センターの中間処理状況 

           ごみ焼却量の推移                      ごみの３成分の推移 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

焼却灰量の推移          ごみの発熱量の推移（平均） 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

大気汚染規制値・ばい煙排出測定結果 

区 分 

規制値 測定結果 

大気汚染防止法 
川崎市公害防止等生活環境の

保全に関する条例 
R3 年度 R4 年度 

硫黄酸化物 13.58(m３N/h)   K 値 1.17  ᐸ0.055 ᐸ0.052 

窒素酸化物 【濃度規制】300ppm 

（Ｏ２12%換算値) 

【総量規制】16.5(m３N/h) 

【日規制】800g/t 

【年規制】81,002t 

3.6 m３N/h 

761 g/t 

3.4 m３N/h 

769 g/t 

塩化水素 700mg/m３N＝430ppm 

（Ｏ２12%換算値) 

550 mg/ m３N＝338ppm 

（Ｏ２12%換算値) 
2.0mg/ m３N 1.9mg/ m３N 

ばいじん 0.08g/ m３N 

（Ｏ２12%換算値) 

0.05g/ m３N 

（Ｏ２12%換算値) 

ᐸ0.0010 

g/ m３N 

ᐸ0.0010 

g/ m３N 

鉛及び鉛化合

物 

 鉛として 10 mg/m３N ᐸ0.05 

mg/m３N 

ᐸ0.05 

mg/m３N 

弗素､弗化水素

及び弗化珪素 

 弗素として 2.5mg/m３N ᐸ0.8 

mg/m３N 

ᐸ0.8 

mg/m３N 

シアン化合物  10ppm 又は 

シアンとして 11.6mg/m３N 

ᐸ0.6 

mg/m３N 

ᐸ0.6 

mg/m３N 

アンモニア  50ppm 22ppm 28ppm 

カドミウム  カドミウムとして

0.5mg/m３N 

0.010 

mg/m３N 

0.010 

mg/m３N 

Ｈｇ濃度 50μg/ m３N  7.9μg/m３N 5.6μg/m３N 

 

 

(t) 
(％) 

(t) (kJ/kg) 

プラ容器の資源回収 

H23 から一部、H25 から全市開始 



ごみ処理に関するダイオキシン類の測定結果 

濃度/項目 
排ガス中の濃度平均値

(ng-TEQ/ m３N) 

焼却灰中の濃度 

(ng-TEQ/ g) 

飛灰中の濃度 

(ng-TEQ/ g) 

排水中の濃度平均値

(pg-TEQ/ L) 

排出規制値 1 － － 10 

測定結果 0.0215 0.012 0.50 3.7 

 

排出水測定結果 

項 目 排出基準 測定結果 項 目 排出基準 測定結果 

温度 45℃ 22.9 アンモニアほか －mg/L 13 

水素イオン濃度 5.0～9.0 7.2 ジクロロメタン 0.2mg/L ᐸ0.002 

生物化学的酸素要求量 600mg/L ᐸ15 四塩化炭素 0.02mg/L ᐸ0.002 

化学的酸素要求量 －mg/L 5.5 1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.04mg/L ᐸ0.004 

浮遊物質量 600mg/L ᐸ5 1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1mg/L ᐸ0.002 

窒素含有量 240mg/L 36 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.4mg/L ᐸ0.004 

リン含有量 32mg/L ᐸ0.5 1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 3mg/L ᐸ0.03 

よう素消費量 220mg/L ᐸ10 1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.06mg/L ᐸ0.006 

銅含有量 3mg/L ᐸ0.05 1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.02mg/L ᐸ0.002 

亜鉛含有量 2mg/L 0.07 ベンゼン 0.1mg/L ᐸ0.001 

溶解性鉄含有量 10mg/L ᐸ0.1 チウラム 0.06mg/L ᐸ0.006 

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量 1mg/L ᐸ0.05 シマジン 0.03mg/L ᐸ0.003 

クロム含有量 2mg/L ᐸ0.05 チオベンカルプ 0.2mg/L ᐸ0.02 

弗素含有量 15mg/L ᐸ0.8 有機リン化合物 0.2mg/L ᐸ0.1 

ニッケル含有量 1mg/L ᐸ0.1 
アルキル水銀化合物 

検出され

ないこと 
不検出 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.03mg/L ᐸ0.003 

シアン化合物 1mg/L ᐸ0.1 ＰＣＢ 0.003mg/L ᐸ0.0005 

鉛及びその化合物 0.1mg/L ᐸ0.01 トリクロロエチレン 0.1mg/L ᐸ0.01 

砒素及びその化合物 0.1mg/L ᐸ0.01 テトラクロロエチレン 0.1mg/L ᐸ0.01 

水銀及びｱﾙｷﾙ水銀及びそ
の他の水銀化合物 

0.005mg/L ᐸ0.0005 
ノルマルヘキサン抽出
物質（鉱油類） 

5mg/L ᐸ2 

六価クロム化合物 0.5mg/L ᐸ0.05 
ノルマルヘキサン抽出
物質（動植物油脂類） 

30mg/L ᐸ2 

ｾﾚﾝ及びその化合物 0.1mg/L ᐸ0.01 フェノール類含有量 0.5mg/L ᐸ0.05 

ほう素 230mg/L 0.1 1,4-ジオキサン 0.5mg/L ᐸ0.05 

 

悪臭防止法に基づく規制基準及び臭気測定結果（Ｒ4 年度実施：隔年実施） 

偶数年度で測定するため、最新の結果については平成２８年度の環境報告書を御覧ください。 

 

  物質名 規制基準 測定結果 物質名 規制基準 測定結果 

硫化水素 0.02 ＜0.0002 メチルメルカプタン 0.002 ＜0.0002 

硫化メチル 0.01 ＜0.0002 二硫化メチル 0.009 ＜0.0002 

アンモニア 1 ＜0.1 単位：ｐｐｍ 

 

臭気指数 18 ＜10 （臭気指数は単位なし） 



アスベスト環境測定結果 

 

 ３－５施設概要 

竣工 昭和５４(1979)年３月          敷 地 面 積 ３０３２９.４０㎡ 

焼却炉公称能力 ６００ｔ/２４ｈ（焼却炉２基） 建築延べ面積 １３４７５.６１㎡ 

設備 形式（能力） 

受入・供給 
クラブバケット付き天井走行ごみクレーン（6 ㎥）２基、ごみピット(ＲＣ造角型 4800

㎥、油圧式投入扉６基)、投入ステージ防臭設備、計量器(20t・25t)投入ホッパ(21 ㎥) 

燃焼 
三菱逆送式ストーカ、火格子面積：３９.９㎡(幅 5570mm 長さ 7170mm３ラン区分)、

火格子燃焼率：313kg/㎡ h、火格子 13 段、火格子傾斜 26°、油圧駆動(常用 11MPa) 

燃焼ガス冷

却 

廃熱ボイラ：単炉式二胴管式自然循環ボイラ（最大蒸発量：39t/h 常用圧：1.57MPa 蒸

気温度 203℃蒸気ドラム内径 1370mm・水ドラム内径 1220mm）、節炭器、減温塔 

スートブロワ(全自動電動式)、高圧復水器(49t/h)、低圧復水器(29t/h)、軟水装置 

排ガス処理 

電気集じん器：三菱ルルギ横型乾式(70310N ㎥/h、集じん極 CSV 型・放電極スター

型イソディン型)洗煙塔：三菱自立円筒形スプレー(D:6000mmH27800mm140620 

N ㎥/h)、 飛灰処理：混練機キレート固化（10.4t/日） 

通風 
押込通風機(片吸込横軸ターボ型 220kw、静圧 700mm)、誘引通風機(両吸込横軸ターボ

型 430kw、静圧 500mm)、蒸気式空気予熱器(伝熱面積 955.4 ㎡)、風道・煙道(鋼板製) 

灰出 
油圧式灰押出装置(最大 3.8t/h(灰密度 1ton/㎥)、クラブバケット付き天井走行灰クレー

ン(2 ㎥)1 基、灰ピット(ＲＣ造角型 800 ㎥) 

廃水処理 
キレート凝集沈殿処理法（3 ㎥/h）、汚水受槽(ＲＣ造 80 ㎥)、放流水槽(ＲＣ造 80 ㎥) 

薬剤注入ポンプ(液体キレート・硫酸バンド・高分子凝集剤・硫酸・苛性ソーダ) 

余熱利用 
三菱式単気筒衝動式減速型復水タービン（同期発電機皮相出力 2,353KVA、相等出力

2,000kw、(蒸気消費 29,000kg/h）、回転数 1,500rpm、減速ギヤへ結合方式) 

電気・計装 ２２,０００V５０HZ、ループ受電方式➠６,６００V➠４００V・２００V・１００V 

データ処理装置、操作盤(ＧＯＴ)、監視盤(自立裏面開放型) 

建築 煙突(鋼製内筒式ＲＣ造外筒煙突、GL＋86.7m 頂部有効径 2,000mm,外筒 GL＋70.7m,

炭素繊維シート耐震) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地境界 風上 ᐸ0.1 (本/L) 風下 ᐸ0.1 (本/L) 

焼却炉フロー 



４ 環境への取組み 

 ４－１自己適合宣言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堤根処理センターでは、平成１５年(2003 年)３月に（財）日本品質保証機構によ

る ISO14001：1996 拡大認証取得（登録番号：JQA-EM1825）、平成１６年

(2004 年)１０月 拡大から単独へ ISO14001：2004 認証登録（登録番号：

JQA-EM4248）、平成２２年(2010 年)９月に環境マネジメントシステム（ＥＭ

Ｓ）の外部認証機関の登録を返上し、ＩＳＯ１４００１規格に適合していることを

自らの責任で宣言しました。 

そして、平成２７年(201５年)３月に川崎市環境局ＩＳＯ適合監査チームから適合

証明の発行を受け自己適合宣言の下、ＩＳＯ１４００１規格に適合したＥＭＳの取

組み及び運用を行っていました。 

その後、ＩＳＯ１４００１規格が大幅に改訂されたことを受け、平成３０年(2018

年)から環境局施設部独自のＥＭＳを構築し、「環境負荷低減」という目標に向けて

引き続き運用を行っています。 

  



 ４－２環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）組織体制 

川崎市環境局施設部に所属する堤根処理センターは、施設部長を経営層に、所長をＥＭ

Ｓ責任者とし、環境マネジメントの役割、責任、権限を定め組織で働く又は組織のため

に働く７７名のスタッフが規格の要求事項に従って、環境マネジメントシステムの構築、

実施、維持に取組み、組織の活動による環境負荷の低減、汚染の予防や緊急事態対応の

継続的改善環境効率の向上に向け、環境管理活動の強化に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□経営層 

施設部長は、環境方針、マニュアル、施設部所管のＥＭＳ文書を決定し、ＥＭＳの確立、実施及び維持を統括

します。 

□連絡調整会議 

施設部長を委員長として、各センターのＥＭＳ責任者、事務局長や事務局員、施設部事務局により、環境マネ

ジメントシステム（ＥＭＳ）の継続的改善や意識の向上を図り、相互間の調整を行います。 

□ＥＭＳ監査チーム 

施設部に組織する浮島・堤根・王禅寺の各処理センターが、環境局施設部のＥＭＳ要求事項に適合し、運用、

維持されていることを判断して自己適合宣言ならびに自己適合証明を発行します。 

□施設部事務局 

センター間の調整や情報の共有化を図り、施設部が所管するマニュアルを含むＥＭＳ文書の管理を行います。 

□法令調査 

施設部処理計画課において、法令の改廃などＥＭＳの運用に関連する情報の提供を各センターに行います。 

□ＥＭＳ責任者 

ＥＭＳ委員会を構成する各委員を任命し、ＥＭＳ委員会を主宰しながら、目的・目標、実施計画、運用管理、

著しい環境側面を決定します。さらに、堤根処理センターの手順書などＥＭＳ文書類の決定を行います。 

□各係 

ＥＭＳ委員会において、係に関連する目的・目標の達成状況などの報告を行います。係長は、目的・目標の実

施責任者となり、教育訓練、監視及び測定を実施し、順守評価を行います。 

□ＥＭＳ委員会事務局 

センターＥＭＳの運用状況を管理し、維持及び運用に関し内部及び外部関係者に対して、必要な指示、連絡及

び調整を行います。また、ＥＭＳ文書類の作成、改廃、維持、管理等を行います。 

経
営
層(

施
設
部
長) 

施設部事務局 

法令調査 

王禅寺処理センター 

堤根処理センター 

浮島処理センター 

連絡調整会議 

ワーキンググループ 

施設部(本庁) 

技術係 

操作係(1～5 係) 

管理係 

内部監査(技術担当課長) 

ＥＭＳ委員会事務局 

ＥＭＳ組織図 

連絡調整会議 

適合監査チーム 

ＥＭＳ責任者(所長) 



 

 ４－３環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）活動の結果 

４－３－１ 教育・訓練実施結果 

処理センターでは、ＥＭＳを確実に実施し維持するため、職員等にその役割と責任について自

覚を持たせ、知識及び技能の習得を処理センター共通に求められる課題として取組み、著しい環

境影響の原因となり得る作業を遂行するために必要な教育・訓練を実施することで効果的なＥ

ＭＳの維持、改善に努めています。 

施設名 
一般教育 養成教育 専門教育 

研修延回数 受講延人数 研修延回数 受講延人数 研修延回数 受講延人数 

堤根処理センター １ ７ ２４ ８１ ４４  １２９ 

□一般教育：新規採用又は異動職員 

□養成教育：ＥＭＳ委員会構成員、内部監査員及びその候補 

□専門教育：著しい環境影響の原因又は可能性のある作業をする者 

 

４－３－２法的及びその他の要求事項適用結果 

環境と相互に作用する可能性のあるセンターの活動又はサービスに影響を与える法令や条例

ならびに組織の方針・指針などの要求事項を特定し、適用した法令等は定期的に調査して最新の

内容に維持します。 

 

４－３－３コミュニケーション結果 

当センターのＥＭＳに関して、センター及びその付属する部門間並びに内外部の利害関係者

への環境情報の伝達（コミュニケーション）について対応しました。 

区 分 内 容 対応日 

外 部 コ ミ

ュ ニ ケ ー

ション 

維持管理情報の発信（ホームページ） 1 回／月 

環境報告書（ホームページ） R4.5.31 

内部コミ

ュニケー

ション 

ＥＭＳ連絡書(センター内) 
8３回 

(№1～№8３) 

ＥＭＳ情報受入・発信（庁内） 5４回 

 

４－３－４監査実施結果 

監査による定期的な評価は、環境パフォーマンスの向上や環境方針での決意表明（コミットメ

ント）と整合をもたせる意味においても重要なツールであります。そのため評価結果について

は、改善のための提案と広くとらえ、環境マネジメントシステムの確立・実施・維持に向けたア

プローチとして、継続的改善の原動力に位置付けています。 

また、適合監査の結果により、適合監査チームから自己適合宣言が適当と認められたとき、適

合監査指針に基づき環境局長より適合証明が発行されます。 

 



 

 

４－３－５目的・目標実施結果 

◆管理番号４－１ 

◇環境目的 

ＮＯｘの排出量の抑制、排ガス処理におけるアンモニア水使用量の削減 

◇環境目標 

前年度の結果からＮＯｘ排出量の運転目標値 750g/t(日)、アンモニア水使用量の指標

7.24kg/t(年平均)(令和元年度年間最大のアンモニア使用量(ごみ焼却量 1t あたりに使用する

アンモニア水使用量))を設定し、アンモニア水噴霧設備噴霧設備正常時にアンモニア水使用量

を管理値以下に抑え、NOx 排出量(NOx 排出量上限値 770g/t(日)､下限値 700g/t(日))を順

守した運転管理が可能かを検証する。 

◇実績（評価） 

ＮＯｘ排出量は、手順書を確実に実施したことで、自主規制値の日･年管理を逸脱すること

なく達成した（最大 770g/t(日)、最小 7２３g/t(日)）。 

また、アンモニア水使用量(ごみ焼却量 1t あたりに使用するアンモニア水使用量)は６.8２

kg/t(年平均)となり、指標 7.24kg/t(年平均)を逸脱することなく達成した。 

これからアンモニア水噴霧設備噴霧設備正常時にアンモニア水使用量を管理値以下に抑え、

NOx 排出量(NOx 排出量上限値 770g/t(日)､下限値 700g/t(日))を順守した運転管理が可能

かを検証することができ、目的目標を達成した。次年度は、継続監視項目として、今年度同様

NOx 排出量の運転目標値は 750g/t(日)、管理値は下限値 700g/t(日)、上限値 770g/t(日)

を設定し、アンモニア水使用量の管理値を 7.24kg/t 以下(年平均：ごみ焼却量 1t あたりに

使用するアンモニア水使用量)とし、NOx 排出量を抑制しながら、排ガス処理におけるアンモ

ニア水使用量を抑制することに取組みます。（達成） 

◆管理番号４－２◇環境目的 

助燃バーナーの適正運転による焚き上げ時都市ガスの使用量の削減 

◇環境目標 

前年度に定めた手順書、管理値（通常焚き上げにおける１回あたりの都市ガス使用量を

区分 
評価結果 指摘内容（概要） 

実施期間 

内部監査 

改善の機会 

4.5.4 係別教育訓練実施計画について、計画通り教

育は実施されていたが、一部記載忘れ等があった。 

 
8 月 22･23･24･26 

･29･30 日 

適合監査 

カテゴリーＢ 

4.3.1 環境影響評価シート等について、一部評価等

がされていなかった。 

4.4.2 教育訓練について、教育訓練は実施されてい

たが教育訓練内容が明確に定められていなかっ

た。 

4.5.4 EMS 記録は保管されていたが、保管場所を定

めた文書等がなかった。 

 11 月 18･24･25 日 

改善の機会 

4.4.7 緊急事態に関する手順のテストが実施可能

なものいついて、確認してはいるがその記録がな

かった。 

 



R2 R3 R4
SO2 21.5 24.3 5.8
HCL 1.8 13.8 15.0

21.5 
24.3 

5.8 
1.8 

13.8 15.0 

0.0
5.0

10.0
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ＳＯｘ及びＨＣＬ排出量(ppm)

1,649 1,401 1,762 
844 

1,439 
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5/7 8/18 10/10 11/25 1/24

㎥

3000m3 以下（管理値）で運用し、最終的な管理値を定める。 

◇実績（評価） 

適正な都市ガスの管理を行うことで管理値 3000m3 以下に対し、最大で 2９７６m3 で達

成できた。次年度は継続監項目として、「通常焚き上げにおける１回あたりの都市ガス使用量」

の管理値を年平均 3000m3 以下とし、通常焚き上げにおける１回あたりの都市ガス使用量を

抑制することに取組みます。（達成） 

 

４－３－６ 目的・目標継続監視実施結果 

◆管理番号４－１ 

◇環境目的 

ＨＣＬ及びＳＯ2 の排出量の抑制 

◇環境目標(管理値 HCL：36ppm 

SO2：22ppm） 

HCL 濃度 36ppm 及び SO2 濃度 

22ppm 以下に定め運転管理を行う 

◇実績（評価） 

ＨＣＬ最大  １５.０ppm（達成） 

ＳＯ２最大    ５.8 ppm（達成） 

 

◆管理番号４－２ 

◇環境目的 

都市ガス使用量の削減 

◇環境目標（管理値 2,300 ㎥） 

通常埋火時の都市ガス使用量 

◇実績（評価） 

最大 1,７６２m3（達成） 

 

◆管理番号４－３ 

◇環境目的 

排ガス処理における活性炭使用量の削減 

◇環境目標（活性炭噴霧量 0..25kg/h に定め、 

ダイオキシン類濃度の基準値０.２７ng-TEQ/m3N 以下） 

活性炭噴霧量 0..25kg/h に定め、ダイオキシン類濃度の基準値である０.２７ng-

TEQ/m3N 以下に運転管理を行う 

◇実績（評価） 

ダイオキシン類濃度最大 0.0073m3（達成） 

 

４－３－７ 緊急事態の特定及び訓練結果 

環境に影響を与える可能性のある潜在的な緊急事態や顕在化した緊急事態を特定します。特

定した緊急事態及び事故に対し、有害な環境影響を予防又は緩和する措置を行うとともに、顕在

した緊急事態・事故に伴う有害な環境影響を緩和します。 

 

埋火時の都市ガス使用量 



緊急事態の事象 著しい環境側面 緊急時対応係 訓練人数 

ごみピット火災発生による大気汚染 ピット火災による燃焼ガスの発生 全係 ７３ 

危険物庫火災発生による大気汚染 危険物庫火災による燃焼ガスの発生 全係 ７３ 

洗煙設備故障による大気汚染 洗煙設備故障による大気汚染の発生 操作係 ４０ 

全停電による大気汚染 全停電による大気汚染の発生 操作係 ４０ 

選択遮断作動による大気汚染 選択遮断作動による大気汚染の発生 操作係 ４０ 

復水タンク破裂によるボイラ水の飛散 復水タンク破裂によるボイラ水の飛散 操作係 ４０ 

危険物庫のオイル等漏洩 オイル等運搬時のオイル等漏洩 全係 ７３ 

排ガス分析計・pＨ計測定不能  排ガス分析計・pＨ計の故障 操作係 ４０ 

薬品の漏洩 アンモニアタンク、配管亀裂による薬品漏洩 操作・技術係 ５５ 

薬品の漏洩 吸収液タンク亀裂等による苛性ソーダの漏洩 操作・技術係 ５５ 

薬品の漏洩 廃水処理設備薬品タンクの破損 操作・技術係 ５５ 

薬品の漏洩 ボイラ用薬剤屋外タンク亀裂等による薬剤漏洩 操作・技術係 ５５ 

緊急埋火等による大気汚染 機器の故障による緊急埋火 操作係 ４０ 

電気集じん機故障による大気汚染 電気集じん機故障による大気汚染の発生 操作係 ４０ 

 

令和４年度に発生した緊急事態（発生順） 

 

 

 

緊急事態の事象 緊急時の概要 応急措置の概要 

排ガス分析計・ｐＨ計

測定不能 

ＮＯｘ指示値の異常が発生。 

 

ＮＯｘ計の校正することで対応したが、

再び異常が発生したため、手順書に従い

対応した。その後、メーカーが来所し、

コンバータ触媒交換、光学バランス調整

などを行うことで復旧した。 

緊急埋火による大気

汚染 

ボイラ補機シュート部からの水

漏れのため、緊急埋火。 

ボイラ補機シュート部からの水漏れの

ため、手順書に従い所長等と協議し緊急

埋火を実施。その後メーカーが来所し、

修理、復旧した。 

緊急埋火による大気

汚染 

ボイラ補機シュート部からの水

漏れのため、緊急埋火。 

ボイラ補機シュート部からの水漏れの

ため、手順書に従い所長等と協議し緊急

埋火を実施。その後メーカーが来所し、

修理、復旧した。 

ごみピット火災発生

による大気汚染 

クレーン運転中にごみピット内

に火らしきもの、それに伴う煙を

確認。 

手順書に従い自衛消防隊を結成し、消化

活動を行った。鎮火を確認後、自衛消防

隊を解散した。 

薬品の漏洩 アンモニア貯留タンクの圧力上

昇、上部ガス検知器が発報。 

 

手順書に従い対応した。タンクの圧力降

下、アンモニア濃度低下を確認後、原因

調査したところ貯留タンク加圧配管減

圧弁の不調を確認、交換を実施した。タ

ンク圧力の正常化、アンモニア漏洩がな

いことを確認し、復旧した。 

緊急埋火による大気

汚染 

ボイラ補機シュート部の灰詰ま

り、エコノマイザー水管の破孔の

恐れがあるため、緊急埋火。 

手順書に従い所長等と協議し緊急埋火

を実施。その後メーカーが来所し、修理、

復旧した。 



４－３－８ 不適合並びに是正処置及び予防処置の結果 

顕在する不適合については是正処置で不適合の状態を修正し、生じた環境影響が広がらない

ような緩和処置、発生原因を除去する再発防止策を実施します。 

また潜在する不適合については、処置の必要性を評価し不適合の発生を予防する予防処置を

実施します。 

今年度の是正処置は、Ｏ２12％換算ＣＯ濃度１時間平均値 100ppm 以下からの逸脱３件、

通常運転時のごみ臭による苦情１件が発生しました。また、予防処置は機器故障によるアンモニ

ア希釈水噴霧不能対策の１件があった。 

 

是正処置及び予防処置実施結果(発生順) 

 

 

 

 

 

 

不適合等の内容 発生原因 再発防止策 

法規制ＣＯ１時間

平均値 100ｐｐｍ

以下の逸脱 

ある時間帯に非常に高温な継続が

続き、高濃度のＣＯが発生し法規制

を逸脱した。古いごみの燃焼はな

く、前後と比較し燃焼差異もなく、

蒸発量設定値も通常であったため、

異常発生時の時間帯に特異的な質

のごみが供給、燃焼されたためと考

えられる。 

当日搬入されたごみ質に問題があると

考えられるため、ごみの適正搬入、焼却

ごみの均一化が重要である。また、念の

ため手順書の再確認も行う。 

これらの内容を会議の場で協議し、その

内容を周知した。 

 

通常運転時のごみ

臭による苦情 

近隣からごみの臭いがひどいと電

話による苦情がった。 

消臭剤のごみピットへの散布は行

っていたが、手順書には悪臭の発生

予防策として全休炉中の記載はあ

るが、焼却炉運転中の記載がなかっ

たため、全休炉中に比べ臭気への注

意が不足していた。 

手順書を以下の観点で見直し、全休炉中

はもちろん焼却炉運転中についても今

まで以上に悪臭について注意を図るこ

とで再発防止を図る。 

・操炉中の予防策を追加する。 

・実施指示、チャック等の指揮系統を明

確にする。 

法規制ＣＯ１時間

平均値 100ｐｐｍ

以下の逸脱 

水槽清掃で発生した汚水を吸着し

たごみを処理したことから、ごみ投

入制御が難しくなり、燃焼状態の悪

化、高濃度のＣＯが発生し法規制を

逸脱した。また、手順の漏れ、クレ

ーン操作員への連絡の遅れも影響

したと考えられる。 

質の悪いごみを処理する際は、以下4点

を中心に手順書を再確認することで再

発防止を図る。 

・制御室、クレーン室の連絡について 

・新古ごみの十分な攪拌について 

・フィーダストローク設定値の変更に

ついて 

・蒸発量設定の調整について 

【予防処置】 

機器故障によるア

ンモニア希釈水噴

霧不能対策 

アンモニア希釈水の流量低下のた

め、現場確認したところアンモニア

希釈水噴霧ポンプの駆動部の不調

を発見、ポンプ切り替えで対応し

た。 

メーカーで調査したところアンモニア

希釈水噴霧ポンプ駆動部に経年劣化に

よる問題が生じたことだった。当該部品

を交換し、復旧した。今後、経年劣化が

想定される機器を調査する。 

法規制ＣＯ１時間

平均値 100ｐｐｍ

以下の逸脱 

ごみピットに汚泥が投入されてい

ることの連絡はあったが、そのこと

を軽視し、新古のごみ割合を通常通

りとしてしまい、ごみ投入制御が難

しくなり、燃焼状態の悪化、高濃度

のＣＯが発生し法規制を逸脱した。 

汚泥のごみピットへの投入等のごみピ

ットごみ質悪化に関連する重要性を中

心に勉強会を実施した。 

 



４－３－９ 監視及び測定項目 

温度、圧力、濃度などの物理的なモニタリングはデータロガで行い、これらデータの収集・蓄

積を定期的に評価又は予測します。 

監視及び測定の結果から、様々な環境側面を管理し、運用に伴うシステム上の要求事項や手

順、基準の順守を評価しています。 

また、法的及びその他の要求事項のうち、その結果に関して、公に又は業務上他人に数値を

使って一定の事実を表明する必要がある測定の一部は、計量証明事業者等へ委託して行います。 

 

測定項目 測定頻度 測定者 測定項目 測定頻度 測定者 

炉内温度 

１回/時 

(監視) 

操作係 

放射能濃度 ４回/年 技術係 

EP 入口排ガス温度 焼却残渣熱灼減量 １回/月 
処理計画課 

化学担当 
一酸化炭素濃度 排水処理水質 １回/月 

窒素酸化物濃度 焼却灰中の重金属溶出 １回/年 

塩化水素濃度 排水処理水質 １回/月 

委託業者 

硫黄酸化物濃度 排ガス測定 10 回/年 

放流水 pH 焼却灰中の金属類調査 １回/年 

放流水温度 
※
ダイオキシン類測定 １回/年 

発電機運転・電力供給 アスベスト測定 ２回/年 

薬品等使用量 

１回/日 

悪臭等環境調査 １回/隔年 

都市ガス使用量 
※
排ガス及び作業環境は２回 

 電力使用量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４－４環境負荷(物質収支) 

 物質品名 数量 

イ
ン
プ
ッ
ト 

 物質品名 数量 

エ
ネ
ル
ギ
ー 

ごみ搬入量 65,629 ﾄﾝ 
排
ガ
ス
・
廃
水
・
飛
灰
処
理
薬
剤 

苛性ソーダ 433,359 kg 

電気使用量 11,415,510 kwh アンモニア 409,800 kg 

都市ガス使用量 53,553 ㎥ 活性炭 1,951 kg 

上水使用量 102,577 ㎥ 硫酸 3,183 kg 

工業用水使用量 79,628 ㎥ 硫酸バンド 45,110 kg 

ボ
イ
ラ
薬
剤 

清缶剤 740 kg 高分子凝集剤 30 kg 

脱酸剤 150 kg 液体キレート 920 kg 

復水処理剤 738 kg 重金属固定剤 34,839 kg 

食塩 5,750 kg ゼオライト 0 kg 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排ガス 

塩化水素 mg/m3N 1.9 窒素酸化物 m3N/h 3.4 

硫黄酸化物 m3N/h ᐸ0.052 ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.0215 

ばいじん g/m3N ᐸ0.0010 アンモニア ppm 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主灰及び 
処理灰 

搬出量(t) 

エネルギー 排出量 

発電電力量 
（kwｈ） 

下水（放流水） 
放流量（㎥） 

ＣＯ２排出量(t-CO2) 

エネルギー 
起源 

非エネルギー 
起源 

８,４８５ ９,３６９,４３０ ４５,５３４ 目標排出量 935 目標排出量 25,591 

アウトプット 



 

 

 

 

 

 

インターネットにホームページを開設し、情報提供に努めています。 

ホームページアドレス ：  

http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/43-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html 

 

 

施設見学にはご予約が必要です。 

堤根処理センター施設見学を次のとおり実施しています。 

 

１ 川崎市民が対象ですが、川崎市のごみ処理に興味のある方なら、他都市の方でも可能です。 

２ なるべく団体（町内会、学校等）でお越しください。 

３ 電話による予約が必要です。（ＴＥＬ０４４－５４１－２０４７） 

４ 送迎は出来ないため、直接こちらに来られる方が対象です。 

５ 一度に御案内できる人数は、１００名程度までです。 

６ 一回の見学時間は、約２時間です。 

７ 日曜日、国民の休日、年末年始、全休炉期間（例年８月と１月頃）は、受付できません。 

８ 会議や他の見学者と重なったときには、受付できません。 

９ 施設内での水筒等による水分補給以外の飲食等は、できません。 

10 電話での予約後に「見学依頼書」を提出（郵送又はＦＡＸ可）していただきます。 

 

【施設見学の状況】 

年度/区分 
団 体 個 人 

開催実績(回) 見学者人数(人) 開催実績(回) 見学者人数(人) 

令和４年度 ８ 279 ０ ０ 

令和３年度 ２ ６２ ０ ０ 

令和２年度※ ０ ０ ０ ０ 

※令和 2 年度は新型コロナウィルス流行のため、見学者なし。 

 

 

ｄｄｄｄｄ 

 

 

環境情報の公開 

Ｈ Ｐ 

施設見学 

 

ＪＲ川崎駅から徒歩約 17 分 

ＪＲ尻手駅から徒歩約 12 分 

京急八丁畷駅から徒歩約 7 分 お問い合わせ先 

川 崎 市 環 境 局 施 設 部 堤 根 処 理 センター 

〒210-0026  川 崎 市 川 崎 区 堤 根 52 

電 話 ：044-541-2047 

ファクス：044-533-4611 

メールアドレス：30tu tumi@c i ty . kawasak i . j p  

 

至東京 

至横浜 

建て替えのため、現在施設見学の予約は受け付けておりません。　　　　　

建て替えのため、
令和６年３月３１日をもって
堤根処理センターは
閉鎖されました。

http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/43-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html
mailto:30tutumi@city.kawasaki.jp

